
 

 

砂利採取法に基づく砂利採取までの流れ 

 

 

１ 業の登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

砂利採取業を行おうとする者 

① 申請の準備 

  

登録の拒否事由に該当しないことを確認。 

   

ア．申請者（法人の場合は業務を執行する役員も

含め）が砂利採取法に基づく罰金以上の刑に処

せられ、又は登録取り消しを受け 2年以内でな

い。 

 

イ．事務所に業務主任者を置いている。 

県（産業振興課） 

 

③ 申請書受理・審査 

  
ア．必要書類が揃っている。 
イ．登録の拒否事由に該当しない。 

 

② 砂利採取業者登録申請 

 

⑤ 登録決裁 

⑥ 登録通知書交付 



 

 

２ 採取計画の認可 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
※ 土採取、岩石採取についても、採取開始までの流れは同様です。 

①申請のための準備 

ア．土地の取得又は地権者との砂利採取契約 
イ．隣接地地権者の承諾 

（一定の距離を置くこと等により省略でき

る） 
ウ．土砂採取組合の保証 
エ．関係法令に基づく手続き 
  ・林地開発      ・農地の一時転用 
  ・道路等の境界確定  ・文化財の確認 
  ・環境アセスメント   等 
オ．認可申請書類、図面等作成 

②砂利採取計画認可申請  

③申請書受理・審査 

 ・必要書類が揃っていること。 
・砂利採取計画の認可に係る審

査基準を満たしていること。 
 

④関係機関への意見照会 

ア．市町村 
イ．警察署 
ウ．農業事務所 
エ．林業事務所 
オ．土木事務所 
（産業振興課の場合、自然保護

課、教育庁文化財課も。必要

により追加、省略する。） 
【意見内容により、補正を指示】 

⑤認可決裁 

⑥認可書交付・関係機関等へ通知 

⑦採取開始 

採取場標識（看板）の設置 
業務主任者による監督 

県（産業振興課･地域振興事務所） 砂利採取業者（業登録済） 

《法に定める認可基準》 
砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供

する施設を損傷し、又は他の産業の利益を損じ、公

共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をし

てはならない。 

《千葉県砂利採取計画認可に係る審査基準
の一部》 
ア 保安距離は原則 4ｍ以上。 

イ 最大掘削深は原則１０ｍ以内。砂利層が確認さ

れた場合は 15ｍ程度。 

ウ 掘削跡は、平坦又は安定勾配。のり面は勾配 45

度以下とし、垂直高さ 15ｍ毎に幅 2ｍ以上の小段

を設ける。 

エ 乾燥時には適宜散水等措置 

 県は、砂利採取場への立入検査を年４回以上行い計画の進行、帳簿の記帳、作業の安全及び

周辺への影響等を監視し、必要に応じ指導を行う。 

 

（森林の場合、ア、ウは林地開発の基準に

よることが多い。） 

※（千葉市内を除く） 


